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令和８年５月吉日 

 

一般社団法人みどり青色申告会 

TEL 045-989-5011 

FAX 045-989-5022 
 

 

 

 

 

かねてよりお知らせしておりましたとおり、みどり青色申告会は事務所を移転し、5月 

12日（火）より新事務所にて業務を開始いたします。 

   ご来所の際は、お間違えのないようご注意ください。 

   また、事務所（5階）へ通じるエレベーターは 1基のみとなっており、点検などにより 

  停止する場合がございます。日程が分かり次第、ホームページなどでご案内いたします。 

   なお、5月 11日（月）まで移転作業のため閉所しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従業員(青色専従者、パート、アルバイトを含む)を雇っている事業主で、6か月 

ごとの特例適用を受けている場合は、7月 10日(金)までに源泉所得税を税務署に 

納める必要があります。   

※納付する源泉徴収税額がない場合（源泉税額が 0円）であっても、税務署に納付書の 

提出が必要です。 

相談期間：6月16日（火）～ 7月10日（金） 

相談時間：9：00～12：00、13：00～16：00 

           1枠25分 但し、従業員が 3名以上又は 2名で 

2名とも源泉徴収ありの場合は最大 2枠（50分） 

 

 
来所相談は予約制（60日前より受付開始） 

 申込方法：①当会予約サイト  

※要会員番号、パスワード 

      ②電話 050-3719-5607 平日 9時～17時 

      ③来所 平日 9時～12時、13時～17時 

５月１２日(火)より新事務所(青葉台)にて業務開始 

源泉税の納付期限は７月１０日（金）です。 

上期源泉所得税相談会開催 
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青色申告会では個別でサポートを受けることができます！  

 
 

記帳指導と記帳点検【4～8月】 

青色申告特別控除 65万円の適用、会計ソフト

を導入したい方、消費税申告に向けた記帳方

法や点検、インボイス制度などのご相談。 

※安価な会計ソフト（Macやクラウド型を含む）

のご紹介、操作方法もご案内いたします。 

決算に向けた準備【9～11月】 

記帳点検とあわせて、減価償却（主に車の 

購入・買い換え）など、決算特有である処理

のご相談。 

会計ソフトで入力しただけでは 

完成ではありません。 

従業員や専従者の手続き【6･12月】 

源泉所得税の徴収や納付、マイナンバーの管

理や年末調整へ向けた必要書類の準備など、

従業員を雇用するうえで 

必要な手続きをお伝えします。 

決算・確定申告【12～3月】 

e-Taxの環境も整えていますので、完成した

その場で申告を済ませることができます。 

※12月～1月中旬および申告期の 

再予約は有料です。（4頁「会費 

外料金について」参照） 

 

確定申告期間中は、一度の来所で終了するよう、早期相談を心がけてください！ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このほかの改正項目などの詳細は「みどり青申」令和 8年 8月号以降であらた 

めてご案内いたします。 

  

令和８年度税制改正(青色申告特別控除の見直し)について 

 

 75万円の青色申告特別控除を受けるためには、e-Taxに加え、「優良な電子帳 

簿」の保存（対応会計ソフトを利用）が必須条件となります。（当会取り扱いの 

「ブルーリターン A」、「ジョブカン」は優良電子帳簿対応の会計ソフトです） 

 優良な電子帳簿であれば、他にも過少申告加算税の割合が原則 10％から 5％に 

軽減されるメリットがありますが、２つの特典の適用を受けるためには以下が 

必要となります。 

・あらかじめ（法定申告期限までに）届出書を提出する 

・その課税期間の最初から優良な電子帳簿として備付、保存を行っている 

（ブルーリターン Aは設定不要、ジョブカンであればご購入時に設定済み） 

（※）75万円控除を受けるための必須条件：優良な電子帳簿保存について 

令和 8年度税制改正により、青色申告特別控除の見直しが行われました 

今回の見直しでは青色申告特別控除の上限額が 75万円に引き上げられる一方で、 

要件（※）を満たさない場合は控除額が満額で受けられなくなる、あるいは適用 

外となる恐れがあります。なお、この見直しは令和 9年分から適用となります。 
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（注）地方税（特に固定資産税）に関する納付期限は各都道府県または市（区）町村により異なる場合があります。 

 申告及び納付期限は変更される場合があります。税務・都道府県・市区町村からの案内・納付書等をご確認ください。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  国   税 地 方 税 

令
和
８
年 

４月 
２３日（木）  所得税 令和７年分振替納付日    

３０日（木）  消費税 令和７年分振替納付日    固定資産税の納付期限（第１期） 

６月 
１日（月）  所得税 令和７年分延納分の納付期限  （軽）自動車税の納付期限 

３０日（火）     個人住民税の納付期限（第１期） 

７月 

１０日（金）  源泉税 納期の特例（１月～６月分）納付期限     

１５日（水）  所得税 予定納税の減額申請期限（第１期及び第２期）     

３１日（金）  所得税 予定納税の納付期限（第１期）   固定資産税の納付期限（第２期） 

 
３１日（月） 

 消費税 中間申告・納付期限（年１回の場合）   個人事業税の納付期限（第１期） 

      個人住民税の納付期限（第２期） 

２９日（火）  消費税 中間申告の振替納付日   

１１月 

２日（月）       個人住民税の納付期限（第３期） 

１６日（月）  所得税 予定納税の減額申請期限（第２期のみの場合）      

３０日（月）  所得税 予定納税の納付期限（第２期）   個人事業税の納付期限（第２期） 

令
和
９
年 

１月 
４日（月）       固定資産税の納付期限（第３期） 

２０日（水）  源泉税 納期の特例（７月～１２月分）納付期限      

２月 １日（月） 

      個人住民税の納付期限（第４期） 

     償却資産税の申告期限 

     給与支払報告書の提出期限 

３月 

1日（月）       固定資産税の納付期限（第４期） 

１５日（月） 
 所得税 令和８年分申告・納付期限     

 贈与税 令和８年分申告・納付期限     

３１日（水）  消費税 令和８年分申告・納付期限     

■…租税公課（税込経理の方のみ） ■…事業主貸 

■…租税公課（事業使用割合分のみ）■…預り金 

 

 

 

税のカレンダー 

８月 

９月 

 

 

 

 

 

 

第１４回定時総会を開催致します 
 

開催日：令和 8年 5月 29日（金） 

時 間：①総 会 15：00～(受付開始 14：40) 

      ②懇親会 17：00～(会費 5,000円) 立食ブッフェ方式 

会 場：青葉台フォーラム 

        住 所：横浜市青葉区青葉台 1-5-8 

           （東急田園都市線青葉台駅徒歩 3分） 

その他：総会出席者には事前に議案書を、懇親会 

出席者には会費支払方法のご案内をお送り 

いたします。 
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青色コーナー入会者等を除く口座振替の方につきましては、4月 27日(月)に年会費 

30,000 円をご指定の口座より引落しさせていただきました。ご協力ありがとうござ 

いました。 

  口座振替のお手続きをされていない方には、振込用紙を郵送にてお送りしておりま 

す。規程により 5月末日までにお支払いくださいますようお願いいたします。 

  なお、6月以降のお支払いにつきましては、会費再振替手数料（※1）や会費納入 

遅延加算（※2）が別途発生いたしますので、ご注意ください。 

※1…500円 

※2…2,000円 

 

 
 

事務所の休みについて 
 

 
  5月 22日（金）午後より            職員会議のため  

5月 29日（金）午後より            第 14回定時総会のため  

  6月 26日（金）、7月 24日（金）、8月 7日（金） 職員研修のため  

  8月 13日（木）～17日（月）          夏期休暇のため  

 ご不便をお掛け致しますが、ご理解ご協力をお願い致します。  

令和８年度の年会費について 

 

（令和 7年 4月 1日導入）会費外料金について→ 

 

 


